
利用者の皆様へお知らせ

喫煙所の撤去について

日頃より桃浜町庭球場をご利用頂きまして有難うございます。
「健康増進法の一部改正」に伴い、当庭球場では喫煙所を現在の場所に
移設をしました。しかしながら、歩行者から苦情が寄せられたことから
平塚市と協議の上、今月末で喫煙所を撤去することに致しました。

喫煙者の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、法律改正の趣旨を
ご理解の上、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

尚、喫煙する場合は携帯用の灰皿をもち周囲の方々に受動喫煙が
生じない場所にてお願いいたします。
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